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麦・大豆国産化プラン  

産地名：新得町 

（作成主体：新得町農業協同組合） 

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針 

※　麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※　課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

　
　（１）麦類
　①作付・生産実績
　　　

　　②課題と課題解決に向けた取り組み方針
　　課題　　　　近年の天候不順による適期防除・施肥管理体系の見直し
　　課題解決　衛星画像を用いて麦種に応じた最適なタイミングと均一な追肥、農薬の使用量低減による作業効率向上、
　　　　　　　　　新規作付けによる面積拡大・収穫量の増加、 研修会等による適期防除・施肥確認見直し

（２）大豆　　
　　①作付・生産実績　　
　　　

　　②課題と課題解決に向けた取り組み方針
　　課題　　　　近年の天候不順による適期防除・施肥管理体系の見直し
　　課題解決　衛星画像を用いた大豆の適期防除・適期施肥により、肥料・農薬の低減を行い、作業効率向上
　　　　　　　　　新規作付けによる面積拡大・収穫量の増加、研修会等による適期防除・施肥確認見直し

年産 品種 作付(ha) 単収(俵） 生産量（kg) 製品(kg) 製品率

2 きたほなみ 313.0 8.60 1,878,496 1,623,500 86%

ゆめちから 34.0 9.30 210,770 190,600 90%

合計 347.0 8.70 2,089,266 1,814,100 86.8%

3 きたほなみ 343.0 11.00 2,497,571 2,257,200 91%

ゆめちから 41.0 11.50 303,600 284,300 94%

合計 384.0 11.00 2,801,171 2,541,500 91%

4 きたほなみ 384.0 7.60 2,169,059 2,121,700 81%

ゆめちから 48.0 8.80 268,480 265,600 94%

合計 432.0 7.80 2,437,539 2,387,300 83%

大豆

年産 作付(ha) 単収(俵） 生産量（kg) 商品化（㎏） 農協入庫（㎏） 入庫率

2 167.8 4.7 539,728 475,080 475,080 100%

3 222.8 4.5 646,594 602,040 602,040 100%

4 230.4 3.7 658,114 514,230 514,230 100%



２．産地と実需者との連携方針（麦） 
　
　（１）麦類
　　　①契約・取引について
　　　・小麦については、民間流通麦取り扱い要領に基づき、播種前契約の遵守と収穫前入札・相対取引により、収穫前には、
　　　　取引が成立している。
　　　・JAを指定した販売は、共同計算販売の公平性や、実需への流通ロットなどにより行っていないことから、道産小麦の販
　　　　売内容等については、「販売予定実需者一覧」としてホクレンから報告を受けたものを提示する。
　　　　

　　　

※　産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※　麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。

※　大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
　 なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。
※　産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。



２-産地と実需者との連携方針（麦） 

※　産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※　麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。

※　大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
　 なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。
※　産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

 〇連携体制

4

新得町 実需者

ホ
ク
レ
ン

※取扱数量 3か年平均（R2～R4年平均）
 現状 2,247t ⇒ 目標 2,554t
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新得町役場

十勝農業改良普及センター、      
十勝農業試験場、北海道農産協会



２．産地と実需者との連携方針（大豆） 
　
　（２）大豆
　　　①契約・取引について
　　　・大豆については、播種前４月より出荷契約を行い、全道集計数量に対し、実需者より契約栽培の取りまとめを実施する。
　　　・実需からの希望数量に対して、産地受託は同年９月に行われることから、過去３か年の取組実績を提示する。
　　　②契約栽培過去実績について

　　　

※　産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※　麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。

※　大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
　 なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。
※　産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

年産 取扱 銘柄 契約先 数量（俵） 備考

2 ホクレン ユキシズカ 　　　　　　　　　340 2等以上

ホクレン トヨハルカ 　　　　　　　　44 3等以上希望・低温倉庫保管

ホクレン ユキシズカ 　　　　　　　　　　　2,970 等級品希望

ホクレン とよみづき 330

ホクレン ユキシズカ 　　　　　　　　　　　　　 330

計 4,014

年産 取扱 銘柄 契約先 数量（俵） 備考

3 ホクレン とよみづき 330 3等以上

ホクレン とよみづき 825

ホクレン ユキシズカ                       2,640

ホクレン トヨハルカ                 182 3等以上希望・低温倉庫保管

計 3,977

年産 取扱 銘柄 契約先 数量（俵） 備考

4 ホクレン ユキシズカ                       3,300

ホクレン とよみづき 1,320

ホクレン とよみづき 160 3等以上希望・大粒希望

計 4,780



２-産地と実需者との連携方針（大豆） 

※　産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※　麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。

※　大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
　 なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。
※　産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

 〇連携体制
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 現状 240ha ⇒ 目標 265ha
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十勝農業改良普及センター、      
十勝農業試験場、北海道農産協会



※　産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。

※　取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割 

　（１）麦類
　　①令和５年産指標面積　４３０㏊（令和4年12月23日地区畑対にて）
　　②国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割
　　【JA新得町】　
　　・需要に応じた品種の作付けを行う。
　　・販売部、営農部と連携し、作付誘導と営農指導の拡充を図り、小麦の安定生産に取り組む。
　　【ホクレン及び集荷業者】
　　・国産小麦の需要拡大に向けた取り組みや、生産拡大に伴う農協サイロの有効利用と、流通在庫対策の充実を図ること
　　による産地費用負担の適正化と、実需へ安心して道産小麦を使用継続することの出来る仕組みづくり。
　　【実需者】
　　・産地事情の理解と、国産小麦のPR・商品化・使用比率の拡大。
　　・早期引き取り実現に向けた備蓄機能の拡充。

　（２）大豆
　　①令和５年産指標面積　２４０㏊（令和4年12月23日地区畑対にて）
　　②国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割
　　【JA新得町】　
　　・需要に応じた作付の拡大（令和7年産に向けて２６５㏊への作付維持または拡大推進）
　　・販売部、営農部と連携し、作付誘導と営農指導の拡充を図り、大豆の安定生産に取り組む。
　　【ホクレン及び集荷業者】
　　・豆腐用途向けユーザーを主体とした契約栽培・産地指定拡大への取組（輸入代替）。
　　・生産拡大に伴う集約保管倉庫の確保と、新規共同保管施設の検討。
　　【実需者】
　　・産地事情の理解と、国産大豆のPR・商品化・使用比率の拡大。
　　・新たな大豆需要の創出（大豆ミートなど）による市場拡大。


